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投資委員会事務局布告 

第 Por. 10/2566 号 

件名：投資奨励を受けた外国法人に対する投資奨励を受けた事業の遂行のための事務所お

よび居住用の土地所有を認める基準と条件 

------------------------------------------------------- 

 

投資委員会公布第 6/2565 号 公布日 2565 年（西暦 2022 年）8月 8日、件名：投

資奨励を受けた外国法人に対する事務所および居住用建物を建築するための土地所有権を

認める基準により、 

 仏暦 2520 年（西暦 1977 年）投資奨励法第 11 条、第 13 条、第 27 条に基づき、投

資委員会から権限を与えられた投資委員会事務局が国の受ける利益を慎重に検討するた

め、投資奨励を受けた外国法人が投資奨励事業のため事務所および居住用の土地を所有す

るための基準と条件について以下のとおり公表する。 

 １ 投資奨励を受けた事業のための事務所および居住用のための土地所有の許可

は、奨励証書ごとではなく、法人全体ごとに考慮する。 

 ２ 投資奨励を受ける事業のための事務所および居住用のための土地を所有する

全期間において、5000 万バーツ以上の払込済資本金を有していること 

 ３ 幹部、専門家ないし労働者の居住が許可される土地の規模 

  3.1 幹部または専門家が使用する土地は、一家族あたり 100 平方ワーを

超えてはならず、各区画が接続して 1 ライを超えることは禁止される。ただし、支払済資

本金 5000 万バーツあたり 1ライ以下、かつ、合計 10 ライを超えてはならない。 

  3.2 工場労働者の住居建設用に使用されるための土地は 300 人あたり 1

ライを超えてはならない。土地所有権は、払込資本金 5000 万バーツあたり 1ライ以下、か

つ、合計 20 ライを超えてはならない。 

  3.3 3.1および3.2による払込済資本金5000バーツあたり1ライを超え

ない土地所有の許可においては、幹部、専門家、労働者のための土地全体を考慮する。 
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 ４ 投資奨励を受けた施設の場所と住居用の土地が同一の区域にない場合、住居

用に所有を求める土地は主要な公道に沿って事業用の施設から 50 キロメートル以内の場

所になければならない。 

 ５ 事務所および居住用の土地として所有が許可された土地を地域社会の道徳、

伝統または善良な生活様式に反する目的で使用してはならない。 

 ６ 被奨励者は、奨励を受けている全期間において、所有権が認められた土地の

利用状況の検査や事務所および居住用に所有を許可された場所への立ち入る職員に対し、

協力しなければならない。 

 ７ 本公告の条件に違反した場合、事務局は土地所有の恩典を取り消す。この場

合、事務局から通知を受けた日から 1年以内に土地を売却しなければならない。 

 ８ 投資奨励を受けた外国法人の土地所有の許可を与える基準に関する投資委員

会公告第 6/2565 公布日 2565 年（西暦 2022 年）8月 8日付 件名：投資奨励を受けた外

国法人に対する事務所および居住用建物を建築するための土地所有権を認める基準に基づ

き既に提出され、事務局が検討中の申請についても、事務局が検討する際は、本公布の基

準と条件が適用される。 

 

公布日 仏暦 2566 年（西暦 2023 年）6月 23 日 

 

 

 

ナリット・タートサティラサック 

 

（ナリット・タートサティラサック） 

投資委員会長官 


